


・ 平成 24 年４月に庁内から募集した若手職員等で構成したワーキンググループにおいて、現行プ

ロセスの評価・検証や、先進自治体の調査を実施しました。ワーキンググループからの報告を踏

まえ、施策別財源配分（包括配分）制度の廃止や、知事と部局長との協議の充実を図るなど予算

編成プロセスの見直しを行い、翌年度の税金の使い道をオープンに議論し、これまでの事業の成

果を検証しつつ、県民ニーズや社会経済情勢の変化に柔軟に対応できる予算の実現に努めました。

・ ネーミングライツについては、導入施設や募集・選定方法等の基本的な考え方をまとめた「県有

施設に対するネーミングライツの導入に関する基本方針」を８月に策定しました。今後は、基本

方針に沿って、導入施設、募集条件を検討し、可能なものから順次導入を進めていく予定です。

・ 県税収入を確保するため、公平適正な賦課徴収を行い、滞納者に対する差押を強化するとともに、

特別徴収機動班と県税事務所が連携し、機動的に滞納整理を実施しています。今後も、引き続き

収入未済額の縮減に取り組むとともに、納税者の利便性向上のため納税手段の拡大を図る必要が

あります。

・ 個人県民税の収入確保対策として、個人住民税特別滞納整理班において、12 月末現在で９市町か

ら職員と約 2,400 件の滞納案件を受け入れ、そのうち約 2,000 件を処理（うち完納約 1,000 件）

しました。今後も引き続き案件の受け入れと滞納整理を進めていきます。また、職員派遣をして

いない市町の滞納案件は引き受けていないことから、未派遣市町への働きかけをする必要があり

ます。一方、平成 26 年度から全市町による一律の特別徴収義務者の指定に向け、市町と連携し

て取り組みを進めています。チラシの郵送等により特別徴収制度の周知を図っていますが、より

一層、事業者及び県民への理解の浸透を図るため、更なる周知活動をする必要があります。

・ 県税以外の未収金について、全庁的な対策推進の枠組みの構築に向け、債権管理推進会議を設け

ました。今後は、全庁的な債権の実態を調査する中で把握した課題を整理し、債権管理に係る方

針の策定に取り組んでいます。

・ 県庁舎の耐震化については、各庁舎の本館棟は耐震化対応済であり、残る附属棟１棟（四日市庁

舎厚生棟）について実施設計委託契約を締結し、平成 25 年度の耐震化工事着工に向けて準備を

進めています。

・ 未利用資産の売却については、売却条件の整備を進め、平成 25 年１月末現在で９件を売却しま

した。また、未利用資産売却の新たな手法として、インターネットオークションに参加するとと

もに、新たに公用車広告の募集など、財源確保の取組を行っています。今後も未利用資産の売却

及び県有財産の有効活用を進めます。

・ 新しい予算編成プロセスの実行により、県民ニーズや社会経済情勢の変化に対応し、これまでの

事業の成果を検証しつつ、注力すべきものには注力する一方で、厳しい優先度判断による事業の

廃止・縮小を行うメリハリのある予算をめざします。

・ 将来世代に負担を先送りしない、持続可能な財政運営を確立するため、平成 26 年度末の臨時財

政対策債等を除く県債残高を平成 23 年度末よりも減少させる目標達成に向けて、可能な限り県

債の発行抑制に努めていきます。

・ 県税収入を確保するため、公平適正な賦課徴収を行うとともに、収入未済額の縮減を図ります。

また、納税者の利便性の向上を図るため、クレジットカード納税の導入を進めます。

進捗状況（現状と課題）

平成 25年度の取組方向
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・ 引き続き、個人県民税の収入確保対策として、市町から職員と滞納案件を受け入れ、大量に、集

中的に滞納整理を進めていきます。未派遣市町が派遣を前向きに検討できるよう、市町担当課長

会議等の開催や毎月の徴収状況の通知を通して、個人住民税特別滞納整理班の実績や成果を市町

に周知するとともに、県税事務所を通じた市町との連携を密にし、各市町の実態把握に努め、実

態に応じた派遣の働きかけを強めます。また、平成 26年度から全市町による一律の特別徴収義務

者の指定に向け、引き続き市町と連携して取り組みを進めます。特に、県としては、個人住民税

の特別徴収制度についても所得税の源泉徴収と同じように法律により義務化されていることを強

く周知して行く必要があります。

・ 県税以外の未収金について、全庁的な対策推進の組織として、引き続き債権管理推進会議を活用

しつつ、各部局において債権管理に係る方針に沿った未収金の縮減に取り組みます。

・ 耐震化の必要な四日市庁舎厚生棟について、平成 25 年度に耐震化工事を実施します。

・ 「みえ県有財産利活用方針」に基づき、インターネットオークション等の手法も活用し、未利用

資産の売却を進めるとともに、公用車の広告掲載を行うなど、計画的・効果的に財産の利活用を

推進します。

●地方税収確保対策事業【基本事業名：40302 公平・公正な税の執行と税収の確保】

（第２款 総務費 第４項 徴税費 ２ 賦課徴収費）

当初予算額：(24) ６，７８０千円 → (25) ７，０７４千円

事業概要： 税源移譲に伴い個人県民税の収入未済額が増加していることから、引き続き、県

と市町が連携して、地方税収の確保、税務職員の資質の向上を図ります。

●滞納整理事務費【基本事業名：40302 公平・公正な税の執行と税収の確保】

（第２款 総務費 第４項 徴税費 ２ 賦課徴収費）

当初予算額：(24) ３９，９７８千円 → (25) ３７，５９８千円

事業概要： 高額滞納者に対する滞納処分を強化するため、特別徴収機動班と県税事務所が連

携し、機動的に滞納整理を実施するとともに、インターネット公売なども活用して

収入未済額を縮減し、税収確保を図ります。また、県税以外の未収金について、債

権管理推進会議を活用しつつ、各部局において債権管理に係る方針に沿った未収金

の縮減に取り組みます。

●県庁舎等維持修繕費【基本事業名：40303 最適な資産管理と職場環境づくり】

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ６ 財産管理費）

当初予算額：(24) ５２８，６６２千円 → (25) ７９９，４３７千円

事業概要： 庁舎の外壁改修や老朽化した設備機器等の改修などを進めます。

●県庁舎等耐震対策事業費【基本事業名：40303 最適な資産管理と職場環境づくり】

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ６ 財産管理費）

当初予算額：(24) ５７２千円 → (25) ３，２７２千円

事業概要： 耐震化の必要な四日市庁舎厚生棟について、平成 25 年度に耐震化工事を実施し

ます。
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